
 

 

 

第７ 教育スポーツ部門 



 

施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校 

 

小中学校、

義務教育

学校校舎

新増築事

業 

(公立学校

施設整備

費国庫負

担金) 

 

 

市
町
村 

 

教室不足を解消するため

の校舎の新築又は増築事

業（買収その他これに準

ずる方法による取得を含

む、以下公立小中学校等

施設について同じ。） 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 

 

（離島の

場合は

5.5/10） 

 

 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む） 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜資格面積＞ 

 「学級数に応ずる必要面積」－「当該学校の保有面積」 

                       ＝「資格面積」 

＜教室不足＞ 

①普通教室の数、②普通教室の総面積、③特別教室の数、④特別 

教室の総面積、⑤多目的教室の総面積、⑥多目的教室及び少人数授 

業用教室の総面積のいずれかが文部科学大臣が定める基準に達し 

ていない場合の状態をいう。 

 

＜学級数の算定日＞ 

新増築を行う年度の 5月 1日で算定する。 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

 

財務施

設課 

 

小中学校、

義務教育

学校屋内

運動場新

増築事業 

(公立学校

施設整備

費国庫負

担金） 

 

市
町
村 

  

屋内運動場の新築又は増

築事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 

 

（離島の

場合は

5.5/10） 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む） 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜資格面積＞ 

 「学級数に応ずる必要面積」－「当該学校の保有面積」 

                       ＝「資格面積」 

 

＜学級数の算定日＞ 

新増築を行う年度の 5月 1日で算定する。 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

 

財務施

設課 

 

小中学校、

義務教育

学校統合

校舎等の

新増築事

業 

(公立学校

施設整備

費国庫負

担金） 

 

市
町
村 

  

小中学校等を適正な規模

にするため統合しようと

することに伴って必要と

なり、又は統合したこと

に伴って必要となった校

舎又は屋内運動場の新築

又は増築事業 

 

 国直 

 

<校舎> 

補助対象

事業費の

1/2 

 

（離島、

過疎の場

合は

5.5/10） 

 

<屋内運

動場> 

補助対象

事業費の

1/2 

 

（過疎の

場合は

5.5/10） 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜資格面積＞ 

 「学級数に応ずる必要面積」－「統合学校の保有面積」 

                       ＝「資格面積」 

 校舎、屋内運動場ごとに計算する。 

 

＜学級数の算定日＞ 

 ①統合を行う年度に新増築を行う場合 

  ・4月 1日以降 5月 1日までに統合を行う場合・・・5月 1日 

  ・5月 2日以降翌年の 3月 31 日までに統合を行う場合 

                        ・・・統合日 

  ②統合を行う年度前 3年度内に新増築を行う場合 

  ・4月 1日以降 5月 1日までに統合を行う場合 

               ・・・統合を行う年度の 5月 1日 

    ・5月 2日以降翌年の 3月 31 日までに統合を行う場合 

                        ・・・統合日 

学校統合が条例等で定められたものに限り、統合予定年度 

の 3年度前から整備することができる。 

 

※統合後やむを得ない理由等があり学校建物の新増築が遅れた場合

でも、あらかじめ協議を行い文部科学大臣が必要と認めたものに

ついては統合事業とすることができる（おおむね 6年程度）。 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

 

財務施

設課 

 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
中
等
教
育
学
校(

前
期)

・
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園(

注) 

 

構造上危

険な状態

にある建

物の改築

事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 
市
町
村 

 

構造上危険な状態にある

建物の改築事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（小中・

義務・中

等（前期）

の過疎地

域の場合

は

5.5/10、 

小中・義

務・中等

(前期）・

特支（小

中)の離

島の場合

は

5.5/10、 

学校施設

以外の公

共施設と

の複合

化・集約

化を図る

場合は

1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

※義務教

育諸学校

が対象 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜資格面積＞ 

 
○原則として面積の取扱いについては、国庫負担金事業の面積の取

扱いに準ずる。 

 

 

＜構造上危険な状態にある建物＞ 

  建物の骨組みが危険な状態にある建物をいう。この危険な状態の 

度合いは耐力度で表示し、耐力度は構造耐力、健全度及び立地条件 

について耐力度調査票により測定する。耐力度調査を行った結果、 

耐力度点数（10,000 点満点）が次の点数以下になった建物を構造上 

危険な状態にある建物という。 

  ・木造・・・5,500 点 

 ・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、補強コンクリートブロック造 

等・・・4,500 点 

 ※耐力度の特例あり。（詳細は公立学校施設整備事務ハンドブック

参照） 

 

（注）幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園を除く（以下同

じ）。 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

財務施

設課 
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設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 
 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
中
等
教
育
学
校(

前
期)

・
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園 

  

不適格改

築事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

  

教育を行うのに著しく不

適当な事情のある建物の

改築事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（小中・

義務・中

等(前期)

の過疎地

域の場合

は

5.5/10、

小中・義

務・中等

(前期)・

特支(小

中)の離

島の場合

は

5.5/10、 

学校施設

以外の公

共施設と

の複合

化・集約

化を図る

場合は

1/2） 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

※義務教

育諸学校

が対象 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜不適格改築の対象となる建物＞ 

①耐震力不足建物の条件を満たすもの 

②全面改築の条件を満たすもの 

③適正配置の条件を満たすもの 

④津波浸水想定区域内にある建物で移転又は高層化が必要と認

められるもの 

 

○原則として面積の取扱いについては、国庫負担金事業の面積の取

扱いに準ずる。 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

財務施

設課 

 

津波移転

改築事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

  

南海トラフ地震津波避難

対策特別強化地域におけ

る集団移転促進事業に関

連して移転が必要と認め

られる建物の高台への移

転改築事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

※義務教

育諸学校

（特別支

援学校を

除く）が

対象 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜要改築面積＞ 

 学級数に応ずる必要面積又は保有面積のいずれか少ない方の面積 

 

＜対象要件＞ 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 

第 12 条第１項及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震 

防災対策の推進に関する特別措置法第 11条第１項に規定する津波

避難対策緊急事業計画に記載された事業に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

南海トラフ

地震に係る

地震防災対

策の推進に

関する特別

措置法 

 

日本海溝・

千島海溝周

辺海溝型地

震に係る地

震防災対策

の推進に関

する特別措

置法 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

財務施

設課 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
中
等
教
育
学
校(

前
期)

・
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園 

  

地震防災

対策事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

「地震防災対策強化地域

における地震対策緊急整

備事業に係る国の財政上

の特別措置に関する法律

（地震財特法）」で規定す

る「地震対策緊急整備事

業計画」に計上された改

築または補強事業、ある

いは「地震防災対策特別

措置法（地震特措法）」で

規定する「地震防災緊急

事業五箇年計画」に計上

された改築または補強事

業 

 

 国直 

 

補助率は

施設の区

分により

異なる。

（説明欄

参照） 

  

地震財特

法の規定

に基づく

事業及び

地震特措

法の規定

に基づく

事業 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜施設別補助率＞ 

区分 原則 

算定割合の特例 

地震

財特

法 

地震特措法 

Is 値

0.3

未満 

Iw 値

0.7

未満 

Is 値

0.3

以上 

小学校 

中学校 

義務教育

学校 

中等教育

学校の前

期課程 

改築 

校舎 1/3 1/2 
1/2 

(※3) 
― 

屋内運 

動場、 

寄宿舎 

1/3 ― 
1/2 

(※3) 
― 

補強 

校舎 1/3 
1/2 

(※1) 
2/3 

1/2 

(※2) 

屋内運 

動場 
1/3 ― 2/3 

1/2 

(※2) 

寄宿舎 1/3 ― 2/3 ― 

特別支援

学校(幼・

小・中) 

幼稚園 

(※4) 

改築 

校舎、 

屋内運 

動場、 

寄宿舎 

1/3 ― 
1/2 

(※3) 
― 

補強 

校舎、 

屋内運 

動場、 

寄宿舎 

1/3 ― 2/3 ― 

特別支援

学校(高) 

改築 1/3 ― ― ― 

補強 1/3 ― ― ― 

浄水型水泳プール 1/3 ― 1/2 

 

※１ 非木造のものに限る。また、昭和 53年度から昭和 55年度ま

での各年度の財政力指数を合算したものの 1/3 の数値が 0.50 以

下の設置者が設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高い

ものとして文部科学大臣の定める基準(Is 値 0.3 未満又は q値

0.5 未満)に該当するものにあっては 2/3。 

※２ 非木造のものに限る。 

※３ 地震による倒壊の危険性が高いもののうち、コンクリート強

度が 10.0N/mm2 未満であるもの。もしくは、やむを得ない理由

により補強が困難であると文部科学大臣が認める場合の改築

に限る。 

※４ 幼稚園型認定こども園を除く。 

 

＜地震改築事業（地震財特法）＞ 

① 事業要件 

「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防

災対策関係法令の運用細目」参照 

② 資格面積 

「構造上危険な状態にある建物の改築事業」参照 

 

＜不適格改築事業（地震特措法）＞ 

① 事業要件 

   地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される不適格改

築事業のうち、以下に該当するもの。 

・Is 値 0.3 未満又は q値 0.5 未満(CTU・SD 値(終局時累積強度

指標※構造物（層）の終局限界における累積強度指標値)0.15

未満)の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建

物のうち、コンクリート強度が 10.0N/㎟未満であるもの。 

・Is 値 0.3 未満又は q値 0.5 未満(CTU・SD 値 0.15 未満)の非

木造建物及び Iw値(木造建物の構造耐震指標)0.7 未満の木

造建物のうち、技術上補強を行うことが困難であると文部科

学大臣が認める場合（「公立学校建物の耐震診断実施要領に

基づく耐震診断方法の適用等について（通知）」）。 

※国庫補助率が嵩上げとなる改築要件は、別途通知（「地震防

災対策特別措置法の規定により、国庫補助率が嵩上げとなる

改築要件」）参照 

② 資格面積 

「不適格改築事業」参照 

 

＜耐震補強事業＞ 

① 事業要件 

・Is 値 0.7 未満又は q値 1.0 未満(CTU・SD 値 0.3 未満)の鉄筋

コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物 

・Is 値がおおむね 1.0 以下で、かつ、補強を必要とする特別   

な理由のある建物 

・上記以外の非木造建物で、文部科学大臣が認めるもの（公的

機関の確認を受けること。） 

・Iw 値 1.1 未満の木造建物 

  なお、非木造建物については、補強後の当該建物に係る Is

値が 0.7 を超え、かつ q値が 1.0 を超えること。木造建物に

ついては、補強後の当該建物の Iw値が 1.1 を超えること。

又は当該補強によってこれらと同程度の耐震性能が得られ

ると認められなければならない。 

② 工事内容 

  耐震性能判定表に明記された、学校建物の耐震性能向上を趣

旨とした工事 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

地震防災対

策強化地域

における地

震対策緊急

整備事業に

係る国の財

政上の特別

措置に関す

る法律 

 

地震防災対

策特別措置

法 

 

公立学校施

設に係る大

規模地震対

策関係法令

及び地震防

災対策関係

法令の運用

細目 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

財務施

設課 

 

 

水泳プー

ル（屋外） 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む） 

 

※義務教

育諸学校

が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元利償還

金の 50％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
中
等
教
育
学
校(

前
期)

・
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園 

 

長寿命化

改良事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

＜長寿命化事業＞ 

構造体の劣化対策を要す

る建築後 40年以上経過

した建物の長寿命化を図

る事業 

 

＜予防改修事業＞ 

建築後 20年以上 40年未

満であるもの又は長寿命

化改良後 20年以上経過

した建物について、長寿

命化を図る前提として実

施する外部改修工事及び

その他長寿命化に資す 

る工事を図る事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業の

1/3 

 

（長寿命

化事業

は、学校

施設以外

の公共施

設との複

合化・集

約化を図

る場合は

1/2） 

 

（長寿命

化事業、

予防改修

事業とも

に、特別

支援学校

の教室

（普通教

室及び特

別教室）

不足解消

のために

行われる

場合は

1/2） 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む） 

 

※義務教

育諸学校

（特別支

援学校を

除く）が

対象 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜対象となる建物＞ 

次の条件を全て満たす建物が対象 

① 建築後 40年以上経過したもの。 

② 今後 30年以上使用する予定のもの。 

③ 構造体の劣化状況等について調査を行い、その結果、下記の

「工事内容」に示す工事を要すると学校設置者が判断するもの。 

また、コンクリート強度や不同沈下量、校地環境の安全性等

の観点から、長期的に使うことが適切と学校設置者が判断する

もの。 

 

＜工事内容（長寿命化事業）＞ 

【必ず実施する工事】 

・水道、電気、ガス管等のライフラインの更新 

・鉄筋コンクリート造及びコンクリートブロック造の場合、少な

くとも以下の a～ｃのうちいずれか 1つ以上の工事 

 a コンクリートの中性化対策 

b 鉄筋の腐食対策 

c 鉄筋のかぶり厚さの確保 

・鉄骨造の場合、少なくとも、以下の a、bのうちいずれかの 

工事 

  a 鉄骨の腐食対策 

  b 接合部の破損の補修 

・木造の場合、構造体の腐朽対策（土台、柱、梁等） 

 

【原則として実施する工事】 

・耐久性に優れた材料等への取り替え（劣化に強い塗装・防水材

等の使用） 

・維持管理や設備更新の容易性の確保 

・少人数指導など多様な学習内容・学習形態による活動が可能と

なる環境の提供 

・断熱、二重サッシ、日射遮蔽等の省エネルギー対策 

 

＜工事内容（予防改修事業）＞ 

建物の長寿命化を図るための予防的な外部改修工事及びその他 

長寿命化に資する工事を対象とする。 

【必ず実施する工事】 

・屋上の防水層の全面的な改修 

・躯体の長寿命化を目的とした外壁改修 

【その他長寿命化に資する工事】 

・躯体のひび割れ、脆弱部分の補修 

・外壁の目地部分や建具周りのシーリング材の更新 

・外部建具の更新 

・その他付帯設備の更新・改修（水道、電気、ガス管等のライフ

ラインの更新） 等 

 

＜交付金算定対象の範囲（施設整備計画における工事費）＞ 

 ① 長寿命化事業 

   1 校あたり 7,000 万円以上の事業が対象（小規模校（建物区

分ごとに面積が 800 ㎡以下）1,000 万円、幼稚園 400 万円）。 

 ② 予防改修事業 

   1 校あたり 3,000 万円以上の事業が対象（小規模校 1,000 万

円、幼稚園 400 万円）。上限額は 1億円。 

※2箇年以上の工事については、施設整備計画に計上している工

事全体の実工事費に対して学校単位で適用 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

財務施

設課 

 

 

屋外教育

環境の整

備に関す

る事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

屋外教育環境施設の整備

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜対象校、対象施設＞ 

  対　象　校 事業名称 整　備　事　例

小学校

中学校

義務教育学校

特別支援学校

中等教育学校（前期課程）

※グラウンド整備と一体で行う遊具や防球ネット等の新設・更新は国庫補助対象である。

※部活動のみで使用するテニスコート等の整備については対象外とする。

幼稚園（幼稚園型認定こど

も園を除く。）

屋外教育環境

（グラウンド）

グラウンド（芝張り、植栽のための立木、

暗渠廃水、その他）

※芝張りは天然芝。人工芝を問わない。

屋外教育環境

（運動広場）

屋外運動広場（木登りの森、相撲の芝生、

冒険の丘、アスレチックコース、花のトン

ネル、プレイコート）

 
 

＜交付金算定対象の範囲（施設整備計画における工事費）＞ 

 1 校あたり 1,000 万円以上の事業が対象、上限額は 6,000 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

財務施

設課 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事

業

主

体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
中
等
教
育
学
校
（
前
期
）
・
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園 

 

大規模改

造事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

教育環境や生活様式の変

化に伴う改装等の大規模

改造に係る事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（財政力

指数が

1.0 を超

える設置

者の場合

は 2/7） 

 

（空調設

置工事の

うち、屋

内運動場

への空調

新設工事

の場合は

1/2、 

バリアフ

リー化等

施設整備

工事のう

ち、整備

を行う学

校の保有

面積が

2,000 ㎡

以上の場

合は 1/2、 

特別防犯

対策施設

整備工事

は 1/2） 

  

バリアフ

リー化等

施設整備

工事 

（義務教

育諸学校

（特別支

援学校を

除く）） 

 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む 

 

 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜事業概要＞ 

① 大規模改造（教育内容） 

・教育内容・方法の多様化等に適合させるための内部改造工事 

・内部環境改善を図る改造工事 

② 大規模改造（トイレ） 

・トイレ環境を改善するため、全体的に改修を行う工事 

③ 法令等に適合させるための工事 

・法令又は条例に合致していない既存学校施設等を関係法令等 

に適合させるための工事 

④ スプリンクラーの設置 

・特別支援学校の寄宿舎におけるスプリンクラーの設置に要す 

る工事及びその関連工事 

⑤ 空調設置工事 

・児童・生徒及び教職員等が使用するすべての部屋（普通教室 

や屋内運動場及び学校給食施設を含む。）を対象とし、その冷

暖房設備の設置（工事を伴う新設・更新）に要する経費及び

キュービクルの設置・更新などその関連工事 

・空調移設工事 

⑥ バリアフリー化等施設整備工事 

・障害のある児童生徒等の学習環境を改善する工事 

・地域コミュニティの拠点として学校を整備する上で、施設のバ 

リアフリー化のために必要と認められる工事（エレベータ、自

動ドア、スロープ、バリアフリートイレ等） 

⑦ 防犯対策施設整備工事 

・防災対策の観点から必要となる工事 

 ⑧ 特別防犯対策施設整備工事 

  ・不審者の学校侵入防止対策の強化のために緊急に行う、防犯対 

策の観点から必要となる工事 

 

＜交付金算定対象の範囲（施設整備計画における工事費）＞ 

上限額は、バリアフリー化等施設整備工事は２億円、特別防犯対 

策施設整備工事は 1,000 万円、これ以外の事業は 7,000 万円とする。 

また、２箇年以上の工事に対しては、上限額については単年度毎 

に適用し、下限額は工事全体の施設整備計画に計上している実工事

費に対して適用する。 

なお、それぞれの補助メニューの下限額は学校単位ごとに上回っ 

ていれば、補助対象とする。 

 

 ＜下限額一覧＞ 

小学校、中学校
義務教育学校及び
中等教育学校
（前期課程）

特別支援学校
（幼稚･小中･高等部）
（市町村立を含む。）

幼 稚 園
（※２）

  下限額 下限額 下限額

 教育方法等

 トイレ改修

 法令適合

 スプリンクラー 対象外 対象外

 空調設置

 バリアフリー化等施設整備

 防犯対策

 特別防犯対策 100万円 100万円 100万円

※１ 大規模改造（補強）については「地震防災対策事業」に記載
※２ 幼稚園型認定こども園を除く。

区  分

工 事 種 別

400万円 400万円

400万円

400万円400万円

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

財務施

設課 

 

保健体

育課 

 

その他工

事（義務

教育諸学

校） 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

 

元利償還

金の 30％

を基準財

政需要額

に算入 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園 

 

公害防止

事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

公害（環境基本法第 2条

第 3項の公害をいう。）の

被害校の建物で教育環境

上著しく不適当なものの

改築及び、二重窓、換気

装置その他の公害防止事

業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（小中・

義務・中

等(前

期)・特支

(小中)の

離島

5.5/10）） 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜事業概要＞ 

①騒音 

・採択範囲：「学校環境衛生基準」の判定基準に適合しない教 

室が対象 

 
 

②大気汚染 

・採択範囲：大気汚染の状況が次の環境基準に適合しない地域

に在る学校建物とする。 

   a 二酸化硫黄 

     1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下、かつ、1時間値が 

0.10ppm 以下 

   b 一酸化炭素 

     1 時間値の 1日平均値が 10ppm 以下、かつ、1時間値の 8 

時間平均値が 20ppm 以下 

   c  浮遊粒子状物質 

     1 時間値の 1日平均値が 0.10mg/㎥以下、かつ、1時間値 

が 0.20mg/㎥以下 

   d  二酸化窒素 

     1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾ 

ーン内、又はそれ以下 

    e  光化学オキシダント 

     1 時間値が 0.06ppm 以下 

・大気汚染に係る防止工事を行う大気汚染の程度及び工事種別 

は次のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

財務施

設課 

 

防災機能

の強化に

関する事

業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

防災機能を強化するため

の施設整備事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

＜整備内容＞ 

①建築非構造部材の耐震対策工事 

②児童生徒等の安全を確保する上で必要な工事 

③屋外防災施設 

④自家発電設備の整備 

⑤その他防災機能強化に資する工事 

※高等学校及び中等教育学校の後期課程は③のみ対象 

 

＜交付金算定対象の範囲（施設整備計画における工事費）＞ 

・１校あたり 400 万円以上、上限額は 2億円（過去急増市町村に

あっては 3億円） 

・自家発電設備の整備については、下限額は設置者単位で「200

万円×設置校数」。ただし、1校 500 万円が上限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

財務施

設課 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校 

 

学校統合

に伴う既

存施設の

改修事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

小学校、中学校及び義務

教育学校を適正な規模に

するため統合しようとす

る又は統合したことに伴

い実施する既存の校舎又

は屋内運動場の改修事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 

 

（校舎・

屋内運動

場の過

疎、校舎

の離島

5.5/10） 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

＜事業概要＞ 

① 老朽建物の長寿命化を図るために必要な工事を行う事業（長

寿命化改良事業） 

② 建物全体の改修工事を行う事業（長寿命化改良事業を除く） 

③ 既存施設を統合校舎等として使用するために必要な改修工事

を行う事業 

  a 学校統合に伴い、既存施設を統合校舎等として使用するた

めに必要な改修工事 

  b 義務教育学校の設置に係る学校統合に伴い、既存施設を統

合校舎等として使用するために建物に接続する施設（吹き抜

けの渡り廊下等）を新設するために必要な工事 

ただし、当該施設については建物以外の工作物に該当する

ものに限る 

  C 義務教育学校の設置に係る学校統合に伴い、教育を効果的

に実施するために必要となる異学年交流スペースを既存施設

に新設するために必要な内部改造工事 

 

交付金算定対象の範囲（施設整備計画における工事費）＞ 

① 上記①に該当する事業 

  a 長寿命化事業 

   1 校あたり 7,000 万円以上の事業が対象（小規模校（建物

区分ごとに面積が 800 ㎡以下）1,000 万円） 

    b 予防改修事業 

      1 校あたり 3,000 万円以上の事業が対象（小規模校 1,000

万円）。上限額は 1億円。 

② 上記②に該当する事業 

   1 校あたり 7,000 万円以上の事業が対象（小規模校 1,000 万

円） 

上限額は 2億円（過去急増市町村にあっては 3億円） 

③ 上記③に該当する事業 

1校あたり 400 万円以上の事業が対象。上限額は 2億円（過 

去急増市町村にあっては 3億円）。 

 

※2箇年以上の工事に係る下限額については、施設整備計画に計上

している工事全体の実工事費に対して学校単位で適用 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

財務施

設課 

 

 

へき地学

校等の寄

宿舎、教職

員住宅及

び集会室

の新増築

事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

へき地教職員住宅、へき

地集会室及びへき地寄宿

舎の新増築事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 

 

（離島、

過疎(統

合)※

5.5/10） 

 

 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む） 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

＜資格面積＞ 

① へき地教職員住宅 

 

② へき地集会室 

 
 

③ へき地寄宿舎 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

財務施

設課 

 

公
立
小
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園
・
共
同
調
理
場
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
社
会
体
育
施
設
） 

 

太陽光発

電等の整

備に関す

る事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

太陽光発電、風力発電、

太陽熱利用設備又は蓄電 

池の整備事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％。 

 

 

 

＜整備内容＞ 

①太陽光発電等を設置するために必要となる工事一式 

②蓄電池（単独で整備する場合には、太陽光発電設置校に限る。） 

 

＜交付金算定対象の範囲（施設整備計画における工事費）＞ 

 各学校等で 400 万円以上 

 ※蓄電池については、1,000 万円が上限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

地方債同意

等基準運用

要項別紙２

１(１)ウ・

２ ( １ ) 

 

財務施

設課 

 

保健体

育課 

 

競技・

施設課 
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施 

設 

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

公
立
学
校
施
設 

 

部活動地

域移行促

進公立学

校施設整

備費補助

金 

 

市
町
村 

 

休日における地域スポー

ツクラブ活動の実施にあ

たり必要な学校施設の環

境整備に対する補助 

 

 

国直 

 

補助対象

経費の

1/3 

 

 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

 

 
 
＜対象学校種＞  

公立の中学校  

（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援 

学校の中学部を含む）  

 

＜算定割合＞  

１／３  

 

＜工事内容＞  

・ 動線整備・セキュリティ強化工事  

休日の地域スポーツクラブ活動で施設を利用する者のための 

動線を確保するための整備に要する経費とする。  

a. 学校外から施設やグラウンド等に入るための門や通路の新 

 設に要する経費  

b. 地域スポーツクラブ活動で利用する部屋（更衣室、便所等） 

と教室を分けるための扉の設置に要する経費  

c. 地域スポーツクラブ活動で利用するエリアに係る警備操作 

 器の導入に要する経費  

 

・ 出入口整備工事 

休日の地域スポーツクラブ活動で施設を利用する際に利便性 

を向上させるための出入口の整備に要する経費とする。  

a. スマートロックの設置に伴う扉の設置・改修工事費  

b. 当該事業と一体不可分となる附帯工事  

 

・ 用具庫整備工事 

休日の地域スポ－ツクラブ活動で必要な用具を保管するため 

の用具庫の設置・改修に要する経費とする。  

a. 学校の敷地内に倉庫を新設する際に要する経費（仮設は対 

 象外。）  

b. 学校の敷地内にある既存の倉庫を、地域スポーツクラブ活 

 動で使用するための改修に要する経費  

 

＜補助対象となる工事費の上限額、下限額＞  

上限額：学校単位で４００万円 

下限額：学校単位で１００万円、設置者単位で４００万円  

※学校単位で１００万円を超えている場合でも、設置者単位で 

４００万円に満たない場合は申請できない。  

 

 

部活動地域

移行促進公

立学校施設

整備費補助

金交付要綱 

 

 

保健体

育課 

 

特
別
支
援
学
校 

 

特別支援

学校建物

の整備事

業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

特別支援学校の建物の整

備事業 

 

 国直 

 

<新増築

事業> 

補助対象

事業費の

1/2 

 

<廃校・余

裕教室等

改修事業

> 

補助対象

事業費の

1/2 

  

幼・高等

部の新増

築及び廃

校・余裕

教室等改

修事業 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

 

 

 

① 新増築事業 

小・中学部の新増築事業については、公立学校施設整備費負担 

金、幼・高等部については、学校施設環境改善交付金により措置 

 

＜資格面積＞ 

 原則として面積の取扱いについては、国庫負担金事業の面積の取

扱いに準ずる。 

 
 ※必要面積 

  運用細目第 4-6 参照 

 

② 廃校・余裕教室等改修事業 

特別支援学校における近年の児童生徒数の増加に対応するた

め、廃校や余裕教室等の既存施設を活用して学校（分校や分教室

を含む。）を整備することにより、特別支援学校の教室不足の解消

を図るための工事 

 

＜工事内容＞ 

・余裕教室や廃校等の既存施設を特別支援学校の用に供するよ 

うに改修し、障害児等の学習環境を改善する工事 

・特別支援学校の教室不足を解消することに伴い必要となる工 

   事 

＜交付金算定対象の範囲（施設整備計画における工事費）＞ 

・1校あたり 400 万円以上の事業が対象 

  ※2箇年以上の工事については、施設整備計画に計上している

工事全体の実工事費に対して適用 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

財務施

設課 

 

小・中学

部の新増

築事業 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む） 

 

 

 

 

元利償還

金の 70％

を基準財

政需要額

に算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

 

幼
稚
園 

 

幼稚園の

園舎の新

増築事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

幼稚園（幼稚園型認定こ

ども園を除く。）の園舎の

新築及び増築事業 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜資格面積＞ 

「当該幼稚園の学級数に応ずる必要面積※」－「保有面積」 

                       ＝「資格面積」 

 ※必要面積 

  運用細目第 4-1 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

財務施

設課 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘要 

 

学
校
給
食
施
設 

  

学校給食

施設整備

事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

 

市
町
村 

 

公立の義務教育諸学校の

学校給食の実施に必要な

施設の整備に関する新・

増築、改築事業 

 

但し、算定割合について、

へき地の特例あり 

 

へき地算定割合 

 

 

国直 

 

<新・増築

> 

補助対象

事業費の 

1/2 

 

<改築> 

補助対象

事業費の 

1/3 

 

 

 

 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債

15％を含

む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財対債の

元利償還

金の 50％

を基準財

政需要額

に算入 

 

 

＜対象施設基準＞ 

 

ア 単独校調理場 

（ア） 調理場施設等 
児童等の数 基準面積

　　200人以下 170㎡

　　201人～400人 213㎡

　　401人～600人 266㎡

　　601人～900人 319㎡

　　901人～1,200人 361㎡

　　1,201人～1,500人 383㎡

　　1,501人以上
        406㎡に1,501人を超える300人ごとに
        22㎡を加えた面積

 
 

（イ） 附帯施設  

 
 

 

 

 

 

 

上記（ア）（イ）の他に、食品貯蔵施設（へき地の学校に限る。）、

炊飯給食施設、附帯施設（炊飯給食施設）、アレルギー対策室に対

する基準面積、基準金額あり。 

 

イ 共同調理場 

 （ア） 共同調理場 

 
 

 

 

 

 

 

（イ） 附帯施設  

 
 

 

 

 

 

 

 

上記（ア）（イ）の他に厨芥処理機、自家発電機、廃水処理施設、

炊飯給食施設、附帯施設（炊飯給食施設）、アレルギー対策室に対す

る基準面積、基準金額あり。 

 

 

＜補助対象事業費＞ 

 

ア 基準面積・建築単価により算出 

 

 
 

 

 

  ＊基準面積：単独校調理場、共同調理場の基準面積 

 

  ＊建築単価 年度ごとに別途定められる。 

 

 

 イ 実工事費により算出 

 

  
 

 

  

ア、イともに新たな学校給食施設の整備に当たり既存の学校給食

施設の解体撤去を併せて実施する場合は解体撤去費も計上できる。 

 

 アとイの金額を比較し、金額が低い方に算定割合を掛け、交付金

額を算出する。 

 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

保健体

育課 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

学
校
体
育
諸
施
設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

学校水泳

プール（屋

外）新改築

事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

 

市
町
村 

 

義務教育諸学校の屋外水

泳プールを新築又は改築

する事業 

 

 

 

国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（地震特

措法第４

条規定の

適用のあ

る浄水型

水泳プー

ルは 1/2） 

 

 

 

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

財対債の

元利償還

金の 50％

を基準財

政需要額

に算入 

 

 

＜交付要件＞ 

① 熱中症対策及び学校教育上支障のない範囲で、一般に開放す 

るよう配慮されていること 

② プール本体、これに附属する室（更衣室、シャワー室、管理

室及び便所）及び浄化装置（浄水型の場合）を備えていること 

 

＜補助対象事業費＞ 

 補助対象事業費＝水面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（水面積×建築単価）の場合は、

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 水面積の上限は 400 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

保健体

育課 

 

（地震特

措法第４

条規程の

適用があ

る場合） 

元利償還

金 50％を

基準財政

需要額に

算入 

（財対債

は 50％） 

 

 

 

 

学校水泳

プール上

屋新改築

事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

義務教育諸学校の水泳プ

ール上屋を新築又は改築

する事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（財政力

指数が

1.00 を超

える指定

都市の場

合は 

1/3× 

1/（財政

力指数）） 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

① 利用期間の延長等、効率的利用を図るための上屋の新築又 

は改築であること 

② 主要構造部分が鉄骨構造又はこれと同等以上の耐用年数を

有する構造のものであること 

 

＜補助対象事業費＞ 

 補助対象事業費＝上屋内面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（上屋内面積×建築単価）の場合

は、補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 上屋内面積の上限は 600 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

 

 

保健体

育課 

 

学校水泳

プール（屋

内）新改築

事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

義務教育諸学校の屋内水

泳プールを新築又は改築

する事業 

 

 

国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（地震特

措法第４

条規定の

適用のあ

る浄水型

水泳プー

ルの場合

は 1/2） 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

① 熱中症対策及び学校教育上支障のない範囲で、一般に開放す 

るよう配慮されていること 

② 年間を通じて利用できる屋内温水プールであること 

③ プール本体、これに附属する室（更衣室、シャワー室、管理

室及び便所）及び浄化装置（浄水型の場合）を備えていること 

 

＜補助対象事業費＞ 

 補助対象事業費＝水面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（水面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 水面積の上限は 400 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

 

 

保健体

育課 

 

学校水泳

プール耐

震補強事

業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

義務教育諸学校の既設水

泳プールの耐震補強を行

う事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

給排水管等の免震処理、設備機器の固定、水槽の FRP、ステンレ

ス化等を行うもので、補助対象事業費が 600 万円以上であること 

 

＜補助対象事業費＞ 

 補助対象事業費＝対象内実工事費 

補助対象事業費の 1/3 を定額とし補助する 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

 

 

保健体

育課 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

学
校
体
育
諸
施
設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

中学校武

道場新改

築事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

公立の中学校、義務教育

学校（後期課程）、中等教

育学校（前期課程）又は

特別支援学校中学部の武

道場を新築又は改築する

事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

 

（財政力

指数が

1.00 を超

える指定

都市の場

合は 

1/3× 

1/（財政

力指数） 

ただし、

弓道場を

除く） 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

90％ 

（財対債 

15％を含

む） 

 

財対債の

元利償還

金の 50％

を基準財

政需要額

に算入 

 

 

＜交付要件＞ 

① 武道を行う室及びこれに附属する室（更衣室、便所及び用具 

室等）を備えていること 

② 弓道場は、補助対象事業費が 600 万円以上であること 

 

＜補助対象事業費＞ 

① 柔剣道場、柔道場、剣道場、相撲場、なぎなた場、その他武

道場 

補助対象事業費＝床面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（床面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 床面積の上限は以下のとおり 

     ・柔剣道場・・・450㎡ 

     ・柔道場、相撲場及びその他武道場・・・250 ㎡ 

     ・剣道場、長刀場、銃剣道場・・・300 ㎡ 

※２ 建築単価 

     別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

② 弓道場 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

補助対象事業費の 1/3 を定額とし補助する 

 

 

 

 

 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

保健体

育課 

 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
社
会
体
育
施
設
） 

  

地域スイ

ミングセ

ンター新

改築事業 

(学校施設

環境改善

交付金) 

 

市
町
村 

 

 

談話室、トレーニング室

等を備えた屋内又は屋外

の水泳プール（一般型・

浄水型）を新築又は改築

する事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 又は

1/3 

 

（地震防

災対策特

別措置法

第４条の

規定の適

用を受け

る浄水型

水泳プー

ルについ

ては 1/2） 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

 

  

＜交付要件＞ 

１ 熱中症対策に配慮された一般の利用に供するための地域ス

イミングセンターを新築又は改築する事業であること。 

２ 次に掲げる整備要件を満たすものであること。 

 (1) 屋内スイミングセンター 

  ア 一般型 年間を通じて利用できる屋内温水プールで、水

泳プール本体及びこれに附属する室（更衣室、シ

ャワー室、管理室、便所、談話室及びトレーニン

グ室とする。以下この項目について同じ。）を備

えている建物であること。 

  イ 浄水型 年間を通じて利用できる屋内温水プールで、水

泳プール本体及びこれに附属する室に加え、災害

時にプール水を飲料水等に活用できる浄化装置

を備えている建物であること。 

 (2) 屋外スイミングセンター 

    浄水型 水泳プール本体及びこれに附属する室に加え、

災害時にプール水を飲料水等に活用できる浄化

装置を備えていること。 

３ 整備する水泳プールの水面積は２００㎡以上であること。 

 

＜補助対象事業費＞ 

 補助対象事業費＝水面積※１×建築単価※２（プール分） 

＋床面積※３×建築単価（付属室分） 

ただし、対象内実工事費※４＜（水面積×建築単価）＋（床面積 

×建築単価）の場合は、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 水面積の上限は 600 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 床面積の上限は 100 ㎡ 

※４ 本工事費及び附帯工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

 

 

 

 

保健体

育課 

 

競技・

施設課 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
社
会
体
育
施
設
） 

 

 

地域水泳

プール新

改築事業 

(学校施設

環境改善

交付金) 

市
町
村 

 

屋内又は屋外の水泳プー

ル（浄水型）を新築又は

改築する事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/2 

 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

１ 熱中症対策に配慮された一般の利用に供するための屋内又

は屋外の浄水型水泳プール（地震防災対策特別措置法第４条の

規定の適用を受けるものに限る。）を新築又は改築する事業で

あること。 

２ 水泳プール本体、これに附属する室（更衣室、シャワー室、

管理室及び便所）に加え、災害時にプール水を飲料水等に活用

できる浄化装置を備えていること 

３ 屋内水泳プールは年間を通じて利用できる屋内温水プール

であること 

 

＜補助対象事業費＞ 

 補助対象事業費＝水面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（水面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 水面積の上限は以下のとおり 

・屋内水泳プール・・・600 ㎡ 

・屋外水泳プール・・・400 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

 

 

 

 

保健体

育課 

 

競技・

施設課 

 

地域スポ

ーツセン

ター新改

築事業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

地域スポーツクラブの活

動拠点としてふさわしい

クラブハウスを備えた屋

内総合スポーツ施設を新

築又は改築し、あるいは

改造する事業 

 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

１ 地域スポーツクラブの活動拠点となる地域スポーツセンタ

ーを新築又は改築し、あるいは改造する事業であること 

２ 競技スペース及び地域スポーツクラブの活動拠点としてふ 

さわしいクラブハウスの機能を併せ持つ施設であること 

３ 整備後の床面積は 2,000 ㎡以上であること 

４ 体育室、トレーニング室、健康・体力相談室、体力測定室、

会議室、研修室、談話室、シャワー室及び更衣室を全て備えて

いること 

５ 改造事業については社会体育施設整備費補助金又は公立学

校等施設整備費補助金の交付を受けて建築後 20年以上を経過

した、床面積が 1,500 ㎡以上の体育館であること。また、地域

スポーツセンターとしては不十分な施設を改造するものであ

り、交付対象事業費が 6,000 万円以上であること 

 

＜補助対象事業費＞ 

 １ 新築又は改築 

補助対象事業費＝床面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（床面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 床面積の上限は 4,000 ㎡ 

       ただしスポーツ科学研究スペースもしくは宿泊スペ

ースの機能を付加する施設は 6,000 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

２ 改造 

 補助対象事業費＝対象内実工事費 

補助対象事業費の 1/3 を定額とし補助する。 

 

 

 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

保健体

育課 

 

競技・

施設課 

 

地域屋外

スポーツ

センター

新改築事

業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

照明施設及び談話室、ト

レーニング室等を備えた

多目的屋外運動場を新築

又は改築する事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

１ 一般の利用に供するための地域屋外スポーツセンターを新

築又は改築する事業であること 

２ 照明施設及びクラブハウスを備えている屋外運動場である

こと 

３ 屋外運動場は、陸上競技場、球技場（野球場及びコートを除

く）又は多目的運動場とし、グラウンドの面積が 5,000 ㎡以上

であること 

４ 照明施設は、被照明面積に対し、二辺以上の方向から照明さ

れ、地上面における平均照度が 200 ルックス以上であること 

５ クラブハウスは、管理室、談話室、トレーニング室、更衣室、

シャワー室、便所、用具室等を全て備えていること 

 

＜補助対象事業費＞ 

補助対象事業費＝整備面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（整備面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 整備面積の上限は以下のとおり 

     ・屋外運動場・・・・グラウンド面積 10,000 ㎡ 

     ・照明施設・・・・・被照明面積 10,000 ㎡ 

     ・クラブハウス・・・床面積 330 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ基

本法 

 

義務教育諸

学校等の施

設費の国庫

負担等に関

する法律 

 

公立学校施

設費国庫負

担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

保健体

育課 

 

競技・

施設課 

―88―



 

施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
社
会
体
育
施
設
） 

 

地域武道

センター

新改築事

業 

(学校施設

環境改善

交付金） 

市
町
村 

 

談話室、トレーニング室

等を備えた武道場を新築

又は改築する事業 

 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

 １ 一般の利用に供するための地域武道センターを新築又は改

築する事業であること 

２ 武道を行う室及びこれに附属する室（管理室、談話室、トレ 

ーニング室、更衣室、便所及び用具室等）を備えていること 

３ 整備する武道場（弓道場を除く。）の床面積が 550 ㎡以上で

あること 

 

＜補助対象事業費＞ 

 ① 柔剣道場 

補助対象事業費＝床面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（床面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 床面積の上限は 2,100 ㎡ 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

 

② 弓道場 

 補助対象事業費＝対象内実工事費 

補助対象事業費の 1/3 を定額とし補助する。 
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保健体

育課 

 

競技・

施設課 

 

社会体育

施設耐震

化事業（構

造体の耐

震化） 

(学校施設

環境改善 

交付金) 

 

市
町
村 

 

耐震診断の結果、一定の

耐震性能が確保されてい

ない社会体育施設の耐震

化を行う事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

１ 耐震診断の結果、次のいずれかに該当したものについて、耐

震化を行う事業であること 

(1) Is 値が 0.7 未満又は q値が 1.0 未満（CTU・SD 値が 0.3

未満）の鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリ

ート造の建物 

(2) Is 値がおおむね 1.0 以下で、かつ、補強を必要とする特

別な理由のある建物 

(3) 上記(1)及び(2)以外の非木造建物で、文部科学大臣が認

めるもの（この場合、公的機関の確認を受けること。） 

(4) Iw 値 1.1 未満の木造建物 

２ 非木造建物については、補強後の当該建物に係る Is値が 0.7

を超え、かつ q値が 1.0 を超えること 

３ 木造建物については、補強後の当該建物の Iw値が 1.1 を超

えること 

４ 上記２又は３により難い場合は、当該補強によってこれと同

程度の耐震性能が得られることが認定されること。 

 

＜補助対象事業費＞ 

補助対象事業費＝補強を要する建物面積×建築単価※１ 

ただし、対象内実工事費※２＜（補強を要する建物面積×建築単 

価）の場合は、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

補助対象事業費の上限は 1施設あたり 2億円とする。 

※１ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※２ 本工事費附帯工事費及び耐震診断費等 

※３ Iｓ値等の「構造耐震指標」については、耐震診断第２次

診断で得られたものとする。 
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市
町
村 

 

社会体育施設の建築非構

造部材の耐震対策等を行

う事業 

 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

１ 構造体の耐震性を備えた公立社会体育施設のうち、非構造材

の耐震対策がなされていない施設について、非構造部材の耐震

対策等を行う事業 

２ 対象となる工事 

(1) 外壁及び仕上材の剥落・落下防止 

(2) 建具及びガラスの破損・落下防止 

(3) 間仕切り及び内装材等の剥落・落下防止 

(4) 天井材及び天井器具の落下防止 

(5) 屋根材の落下防止         等 

 

＜補助対象事業費＞ 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

補助対象事業費の上限は 1施設あたり 1億円とする 

 ※構造体の耐震化及びその関連工事として建築非構造部材の

耐震対策工事等を一体で行う場合は、社会体育施設耐震化事

業（構造体の耐震化）により申請を行うこと 

※過去に社会体育施設耐震化事業（構造体の耐震化）の採択を

受けている場合は、その補助対象事業費と併せて 2億円が上

限となる 
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施

設

名 

 

 

事 業 名 

事
業
主
体 

 

 

事 業 内 容 

 
 

国 庫 

補 助 金 

 

 

県補助金 

他 

 

 

地 方 債 

 

 

交 付 税

措 置 

 

 

説 明 

 

 

根拠法令等 

 

 

摘 要 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
社
会
体
育
施
設
） 

 

社会体育

施設の質

的整備事

業（脱炭素

社会実現

に向けた

整備工事）

(学校施設

環境改善

交付金) 

 

市
町
村 

 

社会体育施設の脱炭素社

会実現に向けた質的整備

に係る事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

１ 一般の利用に供するためのスポーツ施設を対象とし、温室効

果ガスの排出削減を支援する事業であること 

２ 原則として、備品に該当しない改修工事・既存設備の撤去又

はその関連工事は全て対象とする 

３ 一部分を改修する等の維持修繕とみなされるものは対象外

とする 

４ 対象となる工事 

 (1) 建具の断熱材・気密性を向上するための建具改修工事 

(2) 高効率型照明器具、点滅・調光装置を導入する工事 

(3) 省エネルギー型空調（冷暖房設備）を導入する工事 

 

＜補助対象事業費＞ 

 (1)及び(2) 

 補助対象事業費＝対象内実工事費 

 (3) 

補助対象事業費＝床面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（床面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 床面積 

空調設置工事の対象となる室等の床面積 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

   

１施設当たりの交付対象経費の上限額は２億円とする。下限

額は 400 万円とする 

１施設で対象となる工事を行うにあたり、それぞれの事業が

下限額を下回ったとしても、合算した工事費が 1,200 万円以上

であれば申請できる 

ただし、合算した場合であっても上限額は２億円とする 
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担金等に関

する関係法

令等の運用

細目 

 

学校施設環

境改善交付

金交付要綱 

 

保健体

育課 

 

競技・

施設課 

 

社会体育

施設の質

的整備事

業（空調整

備工事）

(学校施設

環境改善

交付金) 

 

市
町
村 

 

社会体育施設の空調整備

に係る事業 

 

 

 国直 

 

補助対象

事業費の

1/3 

  

学校教育

施設等整

備事業 

<充当率> 

75％ 

  

＜交付要件＞ 

スポーツを行うために必要な全ての室（体育室・武道室及びこ

れに附属する室等）を対象とし、その冷暖房設備の設置（工事を

伴う新設・更新）に要する経費及びその関連工事 

 

＜補助対象事業費＞ 

補助対象事業費＝床面積※１×建築単価※２ 

ただし、対象内実工事費※３＜（床面積×建築単価）の場合、 

補助対象事業費＝対象内実工事費 

※１ 床面積 

空調設置工事の対象となる室等の床面積 

※２ 建築単価 

別で定める１平方メートル当たりの単価 

※３ 本工事費及び附帯工事費 

   

１施設当たりの交付対象経費の上限額は２億円とする。下限

額は 400 万円とし、施設単位ごとに上回っていれば、補助対象

とする 

耐震化事業と同時併行で実施する場合においては、併せた工

事費が下限額を上回る場合に対象とする。 
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